
第１３８号議案 

   債権の放棄について 

 上記の議案を提出する。 

  平成２８年１２月１日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

   債権の放棄について 

 下記のとおり債権を放棄する。 

             記 

１ 債権の内容    区営住宅使用料相当額請求金 

２ 債 務 者    足立区江北在住者 

３ 放棄する債権の額 ３，３６７，６００円 

４ 放棄の理由    債務者は、平成２５年６月に退去したが、残置

物があるため住宅の明渡しが完了していない。

交渉の結果、相手方は残置物の所有権及び敷金

返還請求権を放棄して住宅を明け渡すこととし、

区は残置物の処分費用を負担のうえ未払使用料

の支払義務を免除する和解合意書を承諾し、平

成２８年３月３０日付けで和解が成立したため。 

 

 （提案理由） 

 債権の放棄について、地方自治法第９６条第１項第１０号の規定に基

づき、区議会の議決を得る必要があるので、この案を提出いたします。 

 

 

 

 


